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規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
四
十
三
号

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
及
び
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
一
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
本
人
確
認
情
報
開
示
請
求
書
等
）

第
二
条

条
例
第
四
条
第
一
項
の
請
求
書
は
、
本
人
確
認
情
報
開
示
請
求
書
（
第
一
号
様
式
）
と
す
る
。

２
　
条
例
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
開
示
請
求
に
係
る
本
人
確
認
情
報
を
特

定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
及
び
法
定
代
理
人
が
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
法
定

代
理
の
種
別
と
す
る
。

（
本
人
確
認
等
に
必
要
な
書
類
）

第
三
条

条
例
第
四
条
第
二
項
（
条
例
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
則

で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
　
本
人
が
請
求
す
る
場
合
　
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
書
類

二
　
法
定
代
理
人
が
本
人
に
代
わ
っ
て
請
求
す
る
場
合
　
当
該
法
定
代
理
人
に
係
る
前
号
に
定
め
る

書
類
及
び
戸
籍
謄
本
そ
の
他
の
法
定
代
理
人
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類

（
開
示
の
実
施
の
方
法
）

第
四
条

法
第
三
十
条
の
三
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
開
示
は
、
開
示
を
行
う
た
め
に

備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
専
用
機
器
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
用
機
器
」
と
い
う
。）
に
よ
り
用

紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付
又
は
閲
覧
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
三
十
条
の
三
十
七
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
書
面
以
外
の
方
法
に
よ
る
開
示
は
、
専

用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
開
示
の
実
施
場
所
）

第
五
条

法
第
三
十
条
の
三
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
本
人
確
認
情
報
の
開
示
は
、
山
梨
県
総
務
部

市
町
村
課
内
に
お
い
て
行
う
。

（
本
人
確
認
情
報
訂
正
申
出
書
等
）

第
六
条

条
例
第
六
条
第
一
項
の
申
出
書
は
、
本
人
確
認
情
報
訂
正
申
出
書
（
第
二
号
様
式
）
と
す
る
。

２
　
条
例
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
訂
正
申
出
に
係
る
本
人
確
認
情
報
を
特

定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
及
び
開
示
を
受
け
た
年
月
日
並
び
に
法
定
代
理
人
が
訂
正
申
出
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
法
定
代
理
の
種
別
と
す
る
。

（
身
分
証
明
書
）

第
七
条

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
証
明
書
は
、
身
分
証
明
書
（
第
三
号
様
式
）
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
八
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

七
月
十
七
日

号
外
第
四
十
二
号

水　曜　日



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

二

第1号様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

三

第2号様式（第６条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

四

第3号様式（第７条関係）



山
梨
県
規
則
第
四
十
四
号

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
　
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
六
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
老
人
病

棟
老
人
入
院
基
本
料
の
施
設
基
準
に
係
る
届
出
が
さ
れ
た
病
棟
を
有
す
る
病
院

第
八
条
の
二
第
五
号
を
削
る
。

第
八
条
の
三
第
二
号
中
「
保
健
所
及
び
市
町
村
」
を
「
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
町
村
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
介
護
老
人
保

健
施
設
」
の
下
に
「（
次
条
第
一
号
に
お
い
て
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
に
係
る
事
業
に
限
る
。
次
条
第
二
号
に
お

い
て
「
訪
問
看
護
事
業
」
と
い
う
。）
を
行
う
事
業
所
（
条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
（１）
か
ら

（４）
ま
で
並
び
に
第
一
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
、
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
て

い
る
場
合
に
限
る
。）

第
八
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
四

条
例
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
介
護
老
人
保
健
施
設

二
　
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
事
業
所
（
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
、
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
診
療
所
及
び
介
護
保
険
法
第
七
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

（
こ
れ
ら
の
施
設
で
県
外
の
も
の
を
含
む
。）
に
お
い
て
、
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る

場
合
に
限
る
。）

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
貸
与
を
開
始
す
る
看
護
職
員
修
学
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸

与
を
開
始
し
た
看
護
職
員
修
学
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
五
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
百
八
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
八
十
五
の
二
　
山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
に
よ
る
仲
裁
手
数
料

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
子
の
看
護
休
暇
）

第
二
十
三
条
の
二

子
の
看
護
休
暇
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を

含
む
。）
を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の
子
の
世

話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。）
の
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

け
る
休
暇
と
す
る
。

２
　
子
の
看
護
休
暇
の
期
間
は
、
一
の
年
に
お
け
る
期
間
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

五



山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
子
の
看
護
休
暇
）

第
二
十
二
条
の
二

子
の
看
護
休
暇
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を

含
む
。）
を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の
子
の
世

話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。）
の
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

け
る
休
暇
と
す
る
。

２
　
子
の
看
護
休
暇
の
期
間
は
、
一
の
年
に
お
け
る
期
間
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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六


